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食物アレルギーへの対応について 

 

 当施設の利用、ありがとうございます。 

 これまで、利用者への食物アレルギーへの対応について、県立施設としての立場から、

できるだけの対応をするべきと考えて参りましたが、アレルギー症状を持つ利用者の増加

に、その対応が多岐にわたり、難しくなってまいりました。そして、当センター食堂を運

営している業者は、一般の食事提供業者です。アレルギーの専門知識を有する従業員を常

駐させているわけではありません。 

 この度、令和５年４月より、食堂業者が変更になるにあたり、文部科学省通知文を参考

にし、県教育委員会、近隣の栄養教諭とも相談の上、下記のように扱いを簡略化すること

で安全性を高めることを柱とすることとしました。 

 今回の対応変更について、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 原則的な考え方 (文部科学省「食物アレルギー対応指針」より） 

（１）最優先は“安全性” 

  最優先されるべきは“安全性”である。栄養価の充足やおいしさ、彩り、そして、利

用者の希望は、安全性が十分に確保される方法で検討する。 

（２）二者択一の食事提供 

  “安全性”確保のために、従来の多段階の除去食や代替え食はおこなわず、原因食物

を「提供するかしないかの二者択一」を原則とする。 

 → 牛乳アレルギーを例にすると。従来の多段階対応では、1)完全除去、2)少量可、3)

加工食品可、4)牛乳を利用した料理可、5)飲用牛乳のみ停止など様々なレベルがあっ

た。これを個々に対応すると、業務は複雑･煩雑となり、負担が増えるばかりか、事故

の温床にもなる。このため、二者択一、つまり完全除去か、他の利用者と同じように

すべての牛乳･乳製品を提供する、どちらかで対応する。 

（３）二者択一した上での食事提供 

  最小限の代替食を「提供するかしないかの二者択一」とする。 

（４）問題点 

  食堂業者提供の食事ができなくなる利用者がいる 

   → 利用団体の責任の下、弁当対応とする。 

   → 利用団体と食堂業者間だけのやりとりとせず、必要に応じてセンター所長も間

に入って調整を図る。 


